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主な掲載内容（平成22年６月定例会）

ほうれんそう／ほうこく・れんらく・そうだんの意味と、連想する「パワー」から活力ある議会活動をイメージしています。

いわき総合図書館で毎月開催される「おはなし会」の様子
『絵本の世界に引き込まれる子どもたち』

いわき市議会
携帯サイト
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平成22年６月定例会

いわき市国民健康保険税条例の
　　　　　　　　　改正案などを可決
いわき市国民健康保険税条例の
　　　　　　　　　改正案などを可決
いわき市国民健康保険税条例の
　　　　　　　　　改正案などを可決

６
月
定
例
会
の
概
要

６
月
定
例
会
の
概
要

　

今
期
定
例
会
で
可
決
し
た
主
な

議
案
は
次
の
と
お
り
で
す
。

い
わ
き
市
税
条
例
の
改
正
に
つ
い

て
　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
等
が
平
成
22
年
３
月
31
日

に
公
布
さ
れ
、
「
控
除
か
ら
手
当

て
へ
」
等
の
観
点
か
ら
の
扶
養
控

除
の
見
直
し
、
国
民
の
健
康
の
観

点
を
明
確
に
し
た
た
ば
こ
税
率
の

引
き
上
げ
、
納
税
者
の
視
点
に
立

っ
た
租
税
特
別
措
置
等
の
見
直
し

な
ど
が
講
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

本
市
税
条
例
の
関
連
規
定
に
つ
い

て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

○
改
正
後
の
市
た
ば
こ
税
（
１
０

０
０
本
に
つ
き
）

・
旧
三
級
品
以
外
の
製
造
た
ば
こ

　
　
　
　
　
　
　
　

４
６
１
８
円

・
旧
三
級
品
の
製
造
た
ば
こ

　
　
　
　
　
　
　
　

２
１
９
０
円

可
決
し
た
主
な
議
案
①

　

平
成
22
年
６
月
定
例
会
は
、
６
月
３
日
か
ら
17
日
ま
で
の
15
日
間
の
日
程
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

本
会
議
初
日
に
、
市
長
か
ら
条
例
の
廃
止
案
１
件
、
改
正
案
９
件
及
び
補
正
予
算
案
２
件
な
ど
、
計

18
件
の
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
市
長
か
ら
、
新
病
院
建
設
に
係
る
基
本
構
想
の
策
定
に
向
け
た
取
り
組
み
、
い
わ
き
市
人
づ

く
り
教
育
懇
談
会
の
設
置
、
い
わ
き
駅
南
口
駅
前
広
場
の
供
用
開
始
、
い
わ
き
市
石
炭
・
化
石
館
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
、
道
の
駅
よ
つ
く
ら
港
の
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
な
ど
、
市
政
を
取
り
巻
く
諸
問
題
に
つ
い

て
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

 

17
日
の
本
会
議
最
終
日
に
は
、
市
長
か
ら
人
事
案
５
件
及
び
諮
問
１
件
が
追
加
提
出
さ
れ
た
ほ
か
、

議
員
か
ら
意
見
書
案
６
件
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
議
案
等
に
つ
い
て
慎
重
に
審
議
し
た
結
果
、
い
ず

れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
・
承
認
・
同
意
し
ま
し
た
。





い
わ
き
市
火
災
予
防
条
例
の
改
正

に
つ
い
て

　

固
体
酸
化
物
型
燃
料
電
池
を
対

象
火
気
設
備
等
と
し
て
位
置
づ
け
、

そ
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
に
つ

い
て
の
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
並

び
に
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
等
の
個
室
型

店
舗
に
お
い
て
避
難
通
路
を
確
保

す
る
た
め
管
理
義
務
を
規
定
す
る

こ
と
か
ら
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の
で
す
。

い
わ
き
市
地
域
生
活
支
援
事
業
の

利
用
に
係
る
手
数
料
に
関
す
る
条

例
の
改
正
に
つ
い
て

　

国
に
お
い
て
、
障
害
者
自
立
支

援
法
に
よ
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
に
つ
い
て
、
市
民
税
非
課

税
世
帯
の
利
用
者
負
担
を
無
料
と

す
る
等
と
し
た
こ
と
に
伴
い
、
本

市
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
地
域

生
活
支
援
事
業
に
係
る
利
用
者
負

担
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

い
わ
き
市
工
場
等
立
地
促
進
条
例

の
改
正
に
つ
い
て

　

市
内
の
工
業
団
地
へ
の
企
業
誘

致
を
促
進
す
る
た
め
、
特
定
新
設

奨
励
金
の
対
象
期
間
を
延
長
す
る

ほ
か
、
厳
し
い
雇
用
情
勢
が
続
い

て
い
る
こ
と
か
ら
、
雇
用
創
出
効

果
の
高
い
企
業
行
動
の
誘
発
を
図

る
た
め
、
雇
用
奨
励
金
を
創
設
す

る
な
ど
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

工
事
請
負
契
約
に
つ
い
て
（
い
わ

き
市
立
平
第
二
小
学
校
校
舎
地
震

補
強
工
事
）

・
金
額　
　

２
億
７
２
１
６
万
円

財
産
取
得
に
つ
い
て
（
児
童
用

机
・
い
す
）

・
数
量　
　
　

２
５
８
７
セ
ッ
ト

・
金
額　

　
　
　

２
７
２
４
万
４
９
９
０
円

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
い
わ
き
市
道
の
駅
よ
つ
く
ら
港

情
報
館
）

　

平
成
22
年
７
月
14
日
か
ら
の
供

用
開
始
に
伴
い
、
管
理
業
務
な
ど

を
行
う
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る

も
の
で
す
。

◎
旧
三
級
品
の
製
造
た
ば
こ

　

…
日
本
専
売
公
社
（
現
Ｊ
Ｔ
）
時

　

代
に
、
等
級
の
低
い
葉
を
使
用
し

　

た
紙
巻
た
ば
こ
を
指
し
、
現
在
は

　

６
銘
柄
あ
り
ま
す
。
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○
指
定
管
理
者　

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
よ
つ

　
　

く
ら
ぶ

○
指
定
の
期
間

　
　

平
成
22
年
７
月
14
日
か
ら

　
　

平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で

い
わ
き
市
税
条
例
の
改
正
に
つ
い

て
　

反
対　

地
方
税
法
等
の
改
正
に

伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
低
所
得
世

帯
に
は
恩
恵
が
な
く
、
問
題
の
あ

る
税
賦
課
を
否
と
す
べ
き
こ
と
か

ら
、
本
案
に
は
反
対
で
す
。

　

賛
成　

租
税
法
律
主
義
の
原
則

の
も
と
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
に
基
づ
い
た
適
切

な
措
置
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
案

に
は
賛
成
で
す
。

い
わ
き
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
改
正
に
つ
い
て

　

反
対　

一
般
財
源
の
繰
り
入
れ

に
よ
り
税
額
を
抑
制
す
べ
き
で
あ

り
、
値
上
げ
に
よ
る
収
納
率
の
低

下
等
の
悪
循
環
が
懸
念
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
本
案
に
は
反
対
で
す
。

　

賛
成　

国
民
健
康
保
険
事
業
を

取
り
巻
く
環
境
が
厳
し
い
中
、
同

事
業
の
安
定
運
営
を
図
る
た
め
、

や
む
を
得
な
い
対
応
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
本
案
に
は
賛
成
で
す
。

　

市
議
会
で
は
、
市
だ
け
で
は
対

応
が
困
難
な
問
題
の
解
決
を
求
め

る
た
め
、
政
府
等
に
意
見
書
を
提

出
し
て
い
ま
す
。

　

今
期
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見

書
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
農
業
農
村
整
備
事
業
の
予
算
確

保
に
関
す
る
意
見
書

　

国
内
農
地
資
源
の
最
大
活
用
に

よ
る
食
料
自
給
率
の
向
上
や
、
農

業
用
水
利
施
設
の
計
画
的
更
新
整

備
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
、
農
業
・
農
村
の
整
備
に
係
る

諸
施
策
を
積
極
的
に
展
開
す
る
こ

と
に
つ
い
て
十
分
に
留
意
し
、
農

業
農
村
整
備
事
業
の
予
算
を
確
保

す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

○
口
蹄
疫
対
策
の
強
化
・
充
実
に

つ
い
て
の
意
見
書

○
我
が
国
の
水
産
業
の
発
展
と
国

民
の
食
料
確
保
に
係
る
施
策
展
開

を
求
め
る
意
見
書

○
福
島
県
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ

と
早
期
発
効
を
求
め
る
意
見
書

○
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の

拡
充
に
関
す
る
意
見
書

○
介
護
保
険
制
度
の
抜
本
的
な
基

盤
整
備
を
求
め
る
意
見
書

可決した主な議案②可決した主な議案②
〇いわき市国民健康保険税条例の改正について
　　地方税法等の一部を改正する法律等が平成22年４月１日に施行され、国民健康保険税の基礎課税額の限度
　額が引き上げられたこと等及び国民健康保険事業の安定的かつ円滑な運営を図るために税率を改正する必要
　があることから、所要の改正を行うものです。
⑴所得割額及び均等割額の改正

⑵賦課限度額の改正

⑶特例対象被保険者等に対する給与所得額の特例措置の追加
　　倒産や解雇等の理由により離職した雇用保険の受給資格者等の給与所得額を、離職した前年の給与所
　得額の100分の30に相当する額として国民健康保険税を課税するものです。

⑷旧被扶養者に対する減免期間の延長
　　国民健康保険加入後２年間に限られていた旧被扶養者（＊）に対する減免期間を当分の間継続するもの
　のです。

☆所得額が一定以下の世帯に対する均等割額及び平等割額の軽減割合を、７割・５割・２割としています。

区　　　　　分

区　　　　　分

現　　行

現　　行 改　　正

8.3％
9.0％

19,500円
23,800円
11,900円

47万円
12万円

50万円
13万円

改　　正 現　　行 改　　正 現　　行 改　　正

改正なし

8.6％
9.0％

20,800円
23,800円
11,900円

2.1％
3.0％

4,900円
5,800円
2,900円

2.5％
3.0％

7,000円
5,800円
2,900円

2.4％
2.0％

6,000円

6,300円

⑴基　礎　課　税　額 ⑵後　期　高　齢　者
　支 援 金 等 課 税 額

⑶介　護　納　付　金
　課　　　税　　　額

Ⓐ所　得　割　額
Ⓑ資　産　割　額
Ⓒ均　等　割　額

Ⓐ所得割額及びⒷ資産割額
Ⓒ均等割額
Ⓓ平等割額（旧被扶養者のみで構成さ
　れる世帯の場合）

全額免除
５割免除

５割免除

基 　 礎 　 課 　 税 　 額
後期高齢者支援金等課税額

特定世帯以外
◎特 定 世 帯Ⓓ平等割額

◎特定世帯
　…国民健康保険に加入していた方が後
　期高齢者医療制度へ移行したことによ
　り、その世帯の国保加入者が１人だけ
　になる世帯をいいます。

＊旧被扶養者
　…社会保険等の被保険者本人が後期高
　齢者医療制度に移行したために、被扶
　養者から新たに国民健康保険の被保険
　者となった65歳から74歳までの方をい
　います。

減
免
の
内
容

討　
　
　
　
　

論

意　
　

見　
　

書


